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伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部を改正する規則を次のよう 

に定める。 

 

 

平成 21 年２月 24 日 

 

伊勢市教育委員会 

委員長 岡 本 國 孝 
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伊勢市教育委員会規則第１号  

伊勢市教育委員会事務局等処務規則の一部を改正する 

規則  

伊勢市教育委員会事務局等処務規則（平成 17 年教育委員会規則第

８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「生涯学習係 図書館係」を「生涯学習係」に改める。 

第４条第１項の表生涯学習・スポーツ課の部生涯学習係の項中第６号を

第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 (6)市立図書館に関すること。 

第４条第１項の表生涯学習・スポーツ課の部図書館係の項を削る。 

 第５条第１項中「、小俣図書館に館長を」を削る。 

 第６条第６項中「、小俣図書館長」及び「、小俣図書館」を削る。 

附 則 

この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 
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伊勢市告示第６号 

 

 伊勢市議会定例会を次のとおり招集します。 

 

  平成 21 年２月 18 日  

 

           伊 勢 市 長  森  下  隆  生      

 

１  招集の日時  平成 21 年２月 25 日（水） 午前 10 時  

２  招集の場所  伊勢市議会議場 
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伊勢市告示第７号 

  

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

有滝町会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定によ

り告示します。 

 

  平成 21 年２月 26 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 代表者の氏名及び住所 

   変更前  中 村  藤 栄 

        伊勢市有滝町 1988 番地 

   変更後  中 村    肇 

        伊勢市有滝町 258 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



伊勢市教育委員会告示第３号 

 伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

  平成 21 年２月 25 日 

 

                    伊 勢 市 教 育 委 員 会 

                    委員長 岡 本 國 孝 

 

記 

 

１ 日 時  平成 21 年３月４日（水）午後７時 00 分 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 教育委員室 

３ 会議に付する事件 

議案第 11 号 伊勢市立小中学校長の任命内申について 
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伊勢市選管告示第 12 号 
 
 
 平成 21 年２月 19 日執行の宮川右岸御薗土地改良区総代選挙において、土地改良法 

 

施行令第 21 条第１項の規定による当選人の報告を受け、同令第 22 条第２項の規定に 

 

より当選証書を付与したので、同令第 21 条第２項の規定並びに同令第 22 条第２項の 

 

規定により、下記のとおりその者の住所及び氏名を告示します。 

 

 

  平成 21 年２月 20 日 

 
                     伊勢市選挙管理委員会 
                         委員長  杉 木   仁 
 
 
                 記 
 
 
 １ 宮川右岸御薗土地改良区総代選挙当選者 
 
    別紙当選者一覧表のとおり 
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住　　　　　　所 氏　　　名 住　　　　　　所 氏　　　名

伊勢市御薗町高向2529番地 大西　一政

伊勢市御薗町高向2607番地 曽野　勝義

伊勢市御薗町高向2473番地 辻村　久和

伊勢市御薗町高向2625番地 辻村　泰文

伊勢市御薗町高向2098番地1 松月　昭

伊勢市御薗町高向2493番地 松本　昇

伊勢市御薗町高向2618番地 森北　雅博

伊勢市御薗町高向2490番地2 吉﨑　和生

伊勢市御薗町高向522番地 渡邉　正道

　　　　　宮川右岸御薗土地改良区総代選挙第１選挙区当選人一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定数 ９人　当選人 ９人）
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住　　　　　　所 氏　　　名 住　　　　　　所 氏　　　名

伊勢市御薗町王中島658番地 沖林　正次

伊勢市御薗町王中島595番地 世古口　明人

伊勢市御薗町王中島661番地 中居　昇

伊勢市御薗町王中島556番地2 古川　武

伊勢市御薗町新開369番地 中西　武男

伊勢市御薗町新開357番地 中谷　道夫

伊勢市御薗町上條527番地 奥野　茂

伊勢市御薗町上條159番地 奥野　正

伊勢市御薗町上條158番地 奥野　憲生

伊勢市御薗町上條578番地 西尾　敏

伊勢市御薗町小林397番地 赤羽根　正信

伊勢市御薗町小林319番地 藤村　庄司

伊勢市御薗町小林364番地 安田　政己

伊勢市御薗町小林321番地 山下　秀和

　　　　　宮川右岸御薗土地改良区総代選挙第３選挙区当選人一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定数 １４人　当選人 １４人）
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伊勢市上下水道事業告示第８号 

 

 伊勢市指定給水装置工事事業者規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第

17 号）第５条の規定により伊勢市指定給水装置工事事業者を次のとおり指

定しましたので、告示します。 

 

平成 21 年２月 25 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
事業者名 所  在  地 指定年月日 

292 栗原左官 
度会郡南伊勢町船越

773 番地 
平成 21 年２月 23 日
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伊勢市上下水道事業告示第９号 

 

 伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成

17 年 11 月１日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり伊勢市水道

事業基本計画(案)に関するパブリックコメントの結果を公表します。 

 

平成 21 年２月 25 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 案の題名 

伊勢市水道事業基本計画(案) 

２ 案の公告日 

平成21年１月５日 

３ 提出された意見の概要 

別紙のとおり 

４ 提出された意見に対する市の考え方 

別紙のとおり 

５ 案の修正内容 

修正なし 

 

「別紙」は省略し、その関係書類を伊勢市上下水道部上水道課に備え置 

いて縦覧に供します。 
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１．意見募集結果

　■意見募集期間　…　平成21年1月5日（月）～平成21年2月5日（木）

　■募集結果　………　 1通

　■意見総数　………　 5件

意見
者数

意見
数

提出意見 伊勢市回答 案修正箇所

①

1　計画の立案する基になる下記の事を完全把握に近い状態
にしておく必要がある。
1-1　現在ある竣工図は、施工時トラブル等で変更した場合、
正規に修正され、現状を把握しているか。

1-2　パイプラインにおける下記のことを把握しているか。
　1）鋳鉄管：施工当時の継手形式（例：A、K、T型等）、内面塗
装（例：モルタルライニング、液状エポ等）　　（敷設替えの写真
に印籠方式の物が撮影されている様に感じるため）

　2）、鋼　　  2) 鋼管：施工当時の内外面塗装状態（例：タール
エポ、液状エポ）、現場溶接した部分の内面処理状態、可とう
管（鋼管の場合、地殻変動があった場合、ここに集中すると思
われるため）を使用している箇所がある場合、用語集に記入さ
れている内容に満足しているか。

　3）浄水場、配水場に設置している大径管用ポンプ、バルブ
のメンテを速やかに実行及び経年変化による動きに対応出来
る構造になっているか。

1-1　把握しております。

1-2
  1)古い時代に布設した管については不明の事項もござい
ます。

　2）現場条件に適合した物を使用しております。

　3）ポンプ、バルブ等につきましては、計画的にメンテナンス
を行っております。

計画（案）の
変更なし

②

2  計画書に記入されていることに対する意見

2-1 復旧し易い管路形態の構造　　漏水確認作業を行う為の
人、機器、調査システム等が確立されているか。

2-2 応急給水及びその地点の確保
　1）給水車による給水は、短期的であるので第二次避難場所
の近くに消火栓は無いか、もしあれば立地条件的に可能で静
圧状態であれば、手動式ポンプ（動力式であれば水の波動で
濁り水になる確率が大きいので）を取り付け、仮設配管方式を
利用する配管システムで給水基地を構築出来ないか考えて欲
しい。

　2）当地は、一部地下水で供給しているのでこれを利用する
方法、地質的に貯水槽的役割が出来るのであれば、これを給
水車への供給（この場合は、自家発電装置が必要）及び立地
条件的に、個人への供給が可能であれば給水基地構築シス
テムを確立する。無論、浄水場、配水場も

2-3 運搬給水の限界
　1）病院等の重要施設には、設置スペースの問題があるが、よ
り大きな貯水槽を設置してもらい、少しでも水の確保に努めて
もらう様に指導する。

　2）民間の集合住宅は、貯水槽設置方式から直水方式に移
行しようという傾向があるが、現在設置されている場所、規模等
を把握しておき、設置場所の周辺の方に一時的に供給しても
らえる様にオーナーに呼び掛けて置く。
　水道法で供給システム及び水質管理確保という観点から各
自治体は、把握しておくことが義務付されている様に感じてい
るが。

2-1 漏水確認作業については、職員による確認に加え、毎
年約80㎞程度民間業者に委託しております。

2-2 応急給水及びその地点の確保につきましては、伊勢市
地域防災計画に記載されております。

2-3 運搬給水の限界につきましては、現在貯水槽をお持ち
の大口需要者の皆さんに衛生面も含めての指導に努めてお
ります。

計画(案)の
変更なし

伊勢市水道事業基本計画（案）パブリックコメントの結果

２．意見整理表

1

1
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意見
者数

意見
数

提出意見 伊勢市回答 案修正箇所

③

3　対策メニュー掲げているテーマを含め、これまで記入したこ
とを考察に入れて具体的な行動計画を提案して欲しい。

3　当計画の建設改良計画として記載しております。
計画(案)の
変更なし

④

4　アンケート結果について 耐震化対策、水道料金　通常の水
の供給で十分であり、値上げしてまで対策する必要ない及び
積極的な耐震化による料金値上げ反対に対し過剰投資は必
要ないが、災害が起こり給水が停止したら自分らが発言したこ
とは忘れ、猛烈な非難をすると考えるので、一般会計から繰り
入れる等出来るのであれば水道会計全体を考慮に入れ、気の
長い説得は必要で行うべきと考える。

4 計画に記載してあります通り一定限の更新は考えておりま
す。 計画（案）の

変更なし

⑤

5 水道部門職員について　　職員の異動が一定の法則であり
専門的なノウハウが蓄積しない傾向がある様に思われますが、
それに対し、下記のことを考えるべきと思う。　1）100%とはいか
ないが、より詳細な作業手順書等を確立し、担当者が変更の
場合でも短期間に習得できる様にする。　2）管理部門だけ市
職員でそれ以外は、民間に委託する。但し、独占的になる事
をいかに防止するかは、重要なテーマであるが。　3）職員の一
部を総合職的立場から専門職化を行う。但し、待遇面は、十分
な考察が必要で、2）、3）は、業者との癒着には、十分な監視
が必要ですが。

5 水道技術職員につきましては、ご指摘のように、技術の継
承が問題となっております。職員の異動につきましては、十
分考える必要があります。現在も民間で出来る仕事は民間
でをモットーに民間委託を進めております。

計画(案)の
変更なし

2
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伊勢市公告第 13 号 

 

 

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

（平成 19 年法律第 48 号）第５条第１項の規定により、伊勢市地区活性化

計画を策定しましたので、同法第５条第 10 項の規定により、次のとおり当

該計画を公表します。 

 

 

  平成 21 年２月 16 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

 「次」は省略し、その関係書類を平成 21 年２月 16 日から平成 21 年２月

23 日までの間、伊勢市産業部農林課に備え置いて縦覧に供します。 
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伊勢市公告第 14 号 

 

 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の５第１項の規定により伊勢

市森林整備計画をたてたいので、同法第 10 条の５第５項において準用する

同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該伊勢市森林整備計

画の案を縦覧に供します。 

 なお、伊勢市森林整備計画の案に意見がある者は、縦覧期間が満了する

日までに、伊勢市長に対し、理由を付した文書をもって、意見を申し立て

ることができます。 

 

  平成 21 年２月 23 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

１ 縦覧期間 

  自 平成 21 年２月 23 日 

  至 平成 21 年３月 24 日 

 

２ 縦覧場所 

  伊勢市産業部農林課 

  伊勢市総務部総務課 

  伊勢市小俣総合支所地域振興課 

  伊勢市二見総合支所地域振興課 
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伊勢市公告第 15 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 21 年２月 23 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

農用地利用集積計画（所有権移転） 

所有権を移転する人 所有権の移転を受ける人 所有権移転面積 備 考

１ 人 １ 人 1,630 ㎡ 売買 
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伊勢市公告第 16 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 21 年２月 23 日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

農用地利用集積計画（所有権移転） 

所有権を移転する人 所有権の移転を受ける人 所有権移転面積 備 考

１ 人 １ 人 3,052 ㎡ 売買 
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伊勢市公告第 17 号 

 

伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成 17

年 11 月１日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり伊勢市生活排水対

策推進計画（案）に関するパブリックコメントの結果を公表します。 

 

 

平成 21 年２月 27 日 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 案の題名 

  伊勢市生活排水対策推進計画（案） 

２ 案の公告日 

  平成 20 年 12 月 16 日 

３ 提出された意見の概要 

  別紙のとおり 

４ 提出された意見に対する市の考え方 

  別紙のとおり 

５ 案の修正内容 

  別紙のとおり 

 

「別紙」は省略し、その関係書類を伊勢市環境部環境課に備え置いて縦覧

に供します。 

 

 

19


	022　教育委員会規則第１号-01　伊勢市教育委員会等処務規則一部改正.pdf
	022　教育委員会規則第１号-02　伊勢市教育委員会等処務規則一部改正　改正文.pdf
	041 告示第06号　招集告示・Ｈ21.03月議会.pdf
	041　告示第07号　変更認可告示書（代表者・有滝町）　21.02.23.pdf
	042　教育委員会告示第３号　開催告示.pdf
	044　選管告示第12号-01.pdf
	044　選管告示第12号-02(別紙1)..pdf
	044　選管告示第12号-03(別紙21.pdf
	044　選管告示第12号-04(別紙3).pdf
	047　上下水道告示第08号　給水装置　指定.pdf
	047　上下水道告示第09号-01　パブコメ結果公表.pdf
	047　上下水道告示第09号-02　パブコメ結果公表パブコメ意見整理..pdf
	051　公告第13号　伊勢地区活性化計画策定公表　.pdf
	051　公告第14号 伊勢市森林整備計画案の縦覧について.pdf
	051　公告第15号　農用地利用集積計画　公告（森島・所有権移転）.pdf
	051　公告第16号　利用集積計画　公告（西村・所有権移転）21.2.13.pdf
	051　公告第17号　パブコメ（生活排水対策推進計画書）－結果公表.pdf



